
佐世保市妊娠・出産包括支援事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない支援を実

施することにより、より身近な場で妊産婦等を支えることを目的として実施

する佐世保市妊娠・出産包括支援事業に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（実施事業） 

第２条 この要綱により、実施する事業は次の各号に定める事業とする。 

⑴ 産前・産後サポート事業 

⑵ 産後ケア事業 

（対象者） 

第３条 産前・産後サポート事業の利用対象者は、市内に住所を有する妊婦及

び産後２年を経過しない産婦等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 妊娠、出産、育児に不安を抱えていたり、身近に相談できる者がいない 

等、特に支援が必要と認められる者 

⑵ その他、市長が必要と認める者 

２ 産後ケア事業の利用対象者は、市内に住所を有する産後１年以内（児の１

歳の誕生日の前日まで）の産婦及び乳児、流産・死産を経験して１年以内の

者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 ⑴ 産後ケアを必要とする者 

 ⑵ その他、市長が必要と認める者 

 （事業内容） 

第４条 第２条に定める事業の内容は、次の各号のとおりとする。 

⑴ 産前・産後サポート事業 助産師等が「ママサポーター」として、身近

に相談できる者がいないなど、支援を受けることが適当と判断される妊産

婦及びその家族に対し、妊産婦が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み

等について、相談しやすい「話し相手」として相談支援を行い、家庭や地

域での妊産婦の孤立感の解消を図る。 

⑵ 産後ケア事業 国の産後ケア事業ガイドラインを遵守し、退院直後の母



子、または母(以下、「利用者」という。)に対して、心身のケアや育児のサ

ポート等を行い、母体の体力の回復及び母体ケア並びに乳児ケアを実施す

るとともに、今後の育児に資する指導等を実施する。 

２ 産前・産後サポート事業の実施方法及び支援内容は、次に掲げるとおりと 

する。  

⑴ 実施方法 ママサポーターは、相談者の自宅に赴く等により個別に相 

談に対応し、支援センター実施要綱第４条第１号の規定により作成される 

支援台帳に情報を記録する。 

⑵ 支援内容 

イ 相談者の悩み相談対応やサポート 

ロ 産前・産後の心身の不調に関する相談支援 

ハ 母子保健関係機関、関係事業との連絡調整 

 ３ 産後ケア事業は、予算の範囲内において県内の医療機関等に委託して行 

うものとし、委託を受けた医療機関等（以下「受託機関等」という。）の施 

設、利用者の自宅において実施するものとする。 

４ 産後ケア事業の実施方法及び支援内容は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 実施方法 

イ ショートステイ（宿泊型） 利用者を宿泊させ、1 泊２０時間以内の 

産後ケアを実施し、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児 

サポート等のきめ細かい支援を実施する。ただし、同一の利用者の利用 

は、一度の出産につき１泊２日を２回又は２泊３日を１回以内とする。 

   ロ デイサービス（通所型） 日中、受託機関等において、利用者に対し 

個別で心身のケアや育児のサポート等のきめ細やかな支援を実施する。 

ハ アウトリーチ（訪問型） 受託機関等の助産師が利用者の自宅に赴き、 

個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する。 

   ただし、ロ、ハに対する同一の利用者の利用は、一度の出産につき、 

受託機関等の合計として通算４回以内とする。 

  ⑵ 支援内容 

イ 産婦及び乳児に対する保健指導 

ロ 乳房手当、乳房トラブルケア 



ハ 沐浴及び授乳等の育児指導 

ニ 発育・発達の観察 

ホ 体重・排泄の観察 

ヘ その他子育てに関する相談及び指導 

５ 第３項の受託機関等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない

ものとする。 

⑴ 本事業に従事する担当者は助産師とすること。 

⑵ 宿泊型の産後ケア事業を実施する場合には、２４時間体制で１名以上の

助産師、保健師又は看護師を配置（常駐）することとし、次のイからハに

掲げる設備を有し、かつ、適当な換気、採光、照明、防湿及び排水を有す

るものであること。 

 イ 居室 

 ロ カウンセリングを行う部屋 

 ハ 乳児の保育を行う部屋 

 ニ イからハまでの他、事業の実施に必要な設備 

  ただし、ロ、及びハの部屋については、本来の利用に支障がない範囲内 

において利用状況に応じて、空室となっている居室を活用することがで 

きる。 

⑶ 通所型の産後ケア事業を実施する場合には、実施する施設が、安全、快

適に提供できる居室等の設備を有する施設であること。 

⑷ 本事業の実施にあたり、保健医療面での助言が随時受けられるよう、相

談できる医師をあらかじめ選定すること。ただし、受託機関等が医療機関

である場合は、この限りでない。 

⑸ 症状の急変等、緊急時に利用者を受け入れる協力医療機関をあらかじめ

選定すること。ただし、受託機関等が医療機関である場合は、この限りで

ない。 

（利用申請） 

第５条 産後ケア事業を利用しようとする者は、佐世保市産後ケア事業利用申

請書兼承認・不承認通知書（様式第１号）を受託機関等に提出しなければな

らない。この場合において、申請者は、第３条第２項の要件に該当する者で



あることを証する書類等を受託機関等に呈示しなければならないものとす

る。 

（承認及び通知） 

第６条 受託機関等は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速や

かに内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとし、佐世保市産後ケア事

業利用申請書兼承認・不承認通知書（様式第１号）により利用者に通知する

ものとする。 

（自己負担額等） 

第７条 受託機関等が利用者に提供するサービスの内容、提供したサービスに

対しての利用料及び利用者から徴収する自己負担額並びに市が受託機関等

に支払う委託料は、別表のとおりとする。ただし、食事代、乳児以外の兄弟

等に係る費用、衣服等の洗濯料又は賃借料、乳児のミルク及びおむつ代につ

いては、産後ケア事業の対象外とし、全額受託機関等が利用者から徴収する

ものとする。この場合において、自己負担額は利用承認後直ちに利用者から

徴収するものとする。 

（利用状況の管理） 

第８条 受託機関等は、宿泊型の産後ケア事業の利用者について、利用者の母

子健康手帳の予備欄に利用日を記録し、利用回数を管理しなければならない。 

（実績報告及び委託料の請求等） 

第９条 受託機関等は、産後ケア事業を実施した月の翌月１５日までに、請求

書に、次に掲げる書類を添付し市長に提出するものとする。 

⑴ 佐世保市産後ケア事業利用申請書兼承認・不承認通知書（様式第１号） 

⑵ 母子健康手帳別冊における産後ケア利用券 

⑶ 生活保護世帯の利用があった場合は、生活保護受給証明書の写し 

（秘密の保持） 

第１０条 受託機関等は、本事業を実施するにあたっては、利用記録の漏洩を

防止するとともに、実施担当者には守秘義務を課すなど、個人情報の保護に

関する法律及び関係法令、市が定める情報セキュリティ事項を遵守しなけれ

ばならない。 

（安全管理体制） 



第１１条 市が作成した産後ケア事業安全管理マニュアル（以下、「安全管理マ

ニュアル」という。）及び日本小児突然死予防医学会作成の産後ケア施設にお

ける乳幼児安全対応マニュアルを踏まえ、日頃から緊急時における対応につ

いて準備、対策を実施するものとする。 

（利用承認の取消し等） 

第１２条 市は、偽りその他不正の手段により事業を利用したものに対し、利

用の承認の取消しを命ずることができる。 

２ 市は、偽りその他不正の手段により委託料を受け取った事業者に対し、そ

の全部または一部を返還させることができる。 

３ 市は、偽りその他不正の手段により委託料を受け取った事業者に対し、協

議の上、この契約を解除することができる。 

（事故及び損害の責任） 

第１２条 受託機関等は、本事業の実施により生じた事故及び損害については、

市に故意または重過失のない限り、受託機関等がその負担と責任において処

理にあたるものとする。 

２ 受託機関等は、実施施設の安全管理に十分配慮し、事故予防に努めるとと

もに、非常災害、安全管理マニュアルに規定する事故等（以下、「重大事故」

という。）の緊急事態発生に備え具体的な対応計画を定め、担当職員への周知

徹底、研修の実施、及び避難、救出、その他必要な訓練を実施すること。  

３ 市に所在する受託機関等において、前項の重大事故が発生したときは、直

ちに佐世保市すこやか子どもセンターに連絡するとともに、安全管理マニュ

アルに沿った手順より市長へ報告しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定において報告があったときは、国が定める手順に則り、 

長崎県を通じて国へ報告しなければならない。 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 



１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後の利用に

係る利用料、利用者自己負担額及び委託料について適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第７条関係） 

世帯区分 内容  利用料  利用者自己負担額  委託料  

下 記 以 外

の世帯  

宿泊型（ショート

ステイ）  

１泊２０時間まで  

３０，０００円  

母のみの利用は  

２０，０００円  

 

２，５００円  

母のみの利用は  

１，５００円  

 

２７，５００円  

母のみの利用は  

１８，５００円  

 

宿泊型（ショート

ステイ）  

２泊４４時間まで  

６０，０００円  

母のみの利用は  

４０，０００円  

 

５，０００円  

母のみの利用は  

３，０００円  

 

５５，０００円  

母のみの利用は  

３７，０００円  

 

デイサービス型

（通所型）  

１日７時間まで  

（１時間あたり）  

２，４００円  

０円  

 

（１時間あたり）  

２，４００円  

ア ウ ト リ ー チ

（訪問型）  

１回２時間まで  

（１時間あたり）  

３，０００円  

０円  （１時間あたり）  

３，０００円  

（原則、交通費含む）  

生 活 保 護

世帯  

 

 

 

宿泊型（ショート

ステイ）  

１泊２０時間まで  

３０，０００円  

母のみの利用は  

２０，０００円  

 

０円  ３０，０００円  

母のみの利用は  

２０，０００円  

 

宿泊型（ショート

ステイ）  

２泊４４時間まで  

６０，０００円  

母のみの利用は  

４０，０００円  

０円  ６０，０００円  

母のみの利用は  

４０，０００円  

デイサービス型

（通所型）  

１日７時間まで  

（１時間あたり）  

２，４００円  

０円  

 

（１時間あたり）  

２，４００円  

ア ウ ト リ ー チ

（訪問型）  

１回２時間まで  

（１時間あたり）  

３，０００円  

０円  （１時間あたり）  

３，０００円  

（原則、交通費含む）  



乳 児 が 多

胎 児 の 世

帯 

宿泊型（ショート

ステイ）  

１泊２０時間まで  

３０，０００円に多胎児

２人目以降、１人当たり

２，５００円を加算した

額  

２，５００円  ２７，５００円に多胎児

２人目以降、１人当たり

２，５００円を加算した

額 

宿泊型（ショート

ステイ）  

２泊４４時間まで  

６０，０００円に多胎児

２人目以降、１人当たり

５，０００円を加算した

額  

５，０００円  

 

５５，０００円に多胎児

２人目以降、１人当たり

５，０００円を加算した

額 

デイサービス型

（通所型）  

１日７時間まで  

（１時間あたり）     

２，４００円に多胎児  

２人目以降、１人あたり  

５００円を加算した額  

０円  

 

（１時間あたり）    

２，４００円に多胎児２

人目以降、１人あたり５

００円を加算した額  

ア ウ ト リ ー チ

（訪問ケア）  

１回２時間まで  

（１時間あたり）     

３，０００円に多胎児  

２人目以降、１人あたり  

６００円を加算した額  

０円  

 

（１時間あたり）    

３，０００円に多胎児２

人目以降、１人あたり６

００円を加算した額  

 

備考 

１ 利用料は産婦及び乳児（多胎児の場合を含む）の利用料金とし、乳児

以外の児に係る費用は全額自己負担とする。 

２ 同日に利用できるサービスは、内容の欄に掲げるサービスのうち、い

ずれか１つに限る。 

３ アウトリーチ型（訪問型）の利用に際しては、利用者において駐車場

を確保するものとする。 

４ アウトリーチ型（訪問型）の交通費は、受託機関等の所在する住所地

（離島を除く。）以外の自宅へ訪問する場合は、訪問時点の公共交通機関

（バス料金）の実費分を上記の委託料に加え、請求することができる。 

５ 利用料、利用者自己負担額及び委託料について、いずれも消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による地方消費税は非課税とする。 


